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安全のために早めの交換をお願いします！

冬タイヤ未装着車は立ち往生の原因となります。

実際にオイルフェンス・

オイルマットを設置した

様子

事故を起こした場合、または発見した場合は、お近くの国土交通省や県の機関、市町村役場、消防署、警察等へ

ご連絡ください。

灯油が河川に流れてしまう主な原因は、ホームタンクからの給油の際に「目を離した」や「閉

め忘れた」などのうっかりミスがほとんどです。

また、ホームタンクの老朽化による劣化が原因で灯油が漏れてしまう事もあります。日頃から

ホームタンクの点検を行い、安全であることを確認しましょう。

朝晩の冷え込みが厳しくなり、暖房器具を使い始めているご家庭も多いのではない

でしょうか。この時期に増えるのが灯油等の油の流出事故です。

茨島出張所では、雄物川下流部（河口～から約３２ｋｍ）・旧雄物川（雄物川分岐点から３００m）を管理しています

流出した油が、地下に浸透したり河川や農

業用水路に流出すると、水質汚染や農業被

害、人の健康にも影響を与えるおそれがあ

ります。

そのため、河川へのオイルフェンス、油吸

着マットの設置・回収・処理や汚染土壌の撤

去・処理などを行います。これらの処理費

用は、環境基本法第37条と水質汚濁防止

法第14条の2により、事故を起こした人

（原因者）が負担しなければなりません
ので、十分注意されるようお願いします。

●ご意見・お問い合わせ先●

国土交通省 東北地方整備局

秋田河川国道事務所

茨島出張所
〒010-0065 秋田市茨島5丁目6－28
電話 018-862-4362 茨島出張所ホームページＱＲコード


